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当社は旅客自動車運送事業者として、お客様に安全第一を最優先としたサービスを提供する

ため、本年度は下記により運輸安全マネジメントの確実な実施に向けて、全社員が一丸となっ

て取り組んでいきます。 

 

１．輸送の安全に関する基本方針 

「安全・安心・快適の追求と醸成」 

～ お客様に安全・安心を提供し、 

快適に目的地まで輸送することを最大の使命とする ～ 

と定め、輸送の安全の確保とサービスの向上に努めてまいります。 

 

２．７年度輸送の安全に関する目標の達成状況及び８年度目標 

令和７年度の状況 

（１）輸送の安全に関する目標達成状況 

                        目標       結果 

重大人身事故（治療日数が７日以上）    ０件       ３件 

重大物損事故（被害額が１０万円以上）  １０件以内    １４件 

上記以外の軽微な事故          ２７件以内    ３２件 

※重大事故は社内規程によります。 

（２）自動車事故報告規則第２条に規定する交通事故 

運転事故  ０件 

車両故障  ７件 

（３） 行政処分（過去３年以内） 

  令和６年度 

● 処 分 日 ： 令和６年５月１５日 

● 処 分 官 庁 ： 九州運輸局 

● 被処分営業所 ： 大分中央営業所 

● 処 分 内 容 ： 輸送施設（乗合車両）の使用停止 ３０日車 

● 取り組み状況 ： 処分を厳粛に受け止め、改善に鋭意取組みを継続中 

  令和７年度 

   処分はありませんでした。 

令和８年度の目標 

（１）輸送の安全に関する目標 

重大人身事故（治療日数が７日以上）    ０件 

重大物損事故（被害額が３０万円以上）   ７件 

上記以外の軽微な事故          ３０件 

※重大物損事故は被害額の社内規程を変更しました。 

 

３．安全重点施策 

～ 法令の遵守 ～ 

（１） 厳正厳格な点呼の実施 



（２） 運行管理の徹底 

（３） ３×３秒ルールの徹底で事故防止 

（４） 「だろう」運転の厳禁及び「かもしれない」運転の徹底 

（５） 発・停車時における車内事故の防止 

（６） 飲酒運転の根絶 

（７） 携帯電話機等の使用制限 

（８） エコドライブの推進 

 

４．教育・研修計画 

（１） 「令和８年度運輸安全マネジメント」の研修の実施 

（２） 適性診断等の確実な受診と診断結果を活用した指導・助言の徹底 

（３） 営業所幹部に対する研修の充実 

（４） バス関係接遇向上研修の実施 

（５） 乗務員に対する研修の充実 

（６） 運行管理者研修 

（７） 安全運動等への積極的取り組み 

（８） 飲酒運転の防止 

（９） 事故防止対策委員会の開催 

（10） 乗り込み調査・モニター制度の充実強化 

（11） 乗り込み調査やモニターの意見を尊重した指導改善 

（12） 訓練・講習の積極的な実施と参加 

（13） 各種コンクール等の開催 

※令和７年度の貸切乗務員研修 

  

 

５．情報の共有及び伝達 

（１）意見交換会の開催 

（２） 社内目安箱の活用 

（３） ヒヤリハット情報の積極的収集・活用と情報共有 

（４） 特異情報の共有 

（５） 社内広報誌「安マネ通信」の発行 

 

６．内部監査の実施と結果に伴う業務の改善 

（１） 輸送の安全に関する監査 



 内部監査手順書により輸送の安全に関する内部監査を実施すると共に、重大な事故、

災害等が発生し特に必要と認められる場合には、輸送の安全に関する内部監査を実施し

ます。 

内部監査の結果、改善すべき事項が認められた場合は、必要に応じ緊急の是正措置又

は予防措置を講じます。 

（２） 輸送の安全に関する業務改善 

内部監査の結果、改善すべき事項があった場合は、必要な改善に関する方策を検討し、

是正措置又は予防策を講じます。 

 

７．組織体制及び指揮命令・報告系統 

別紙１－１ ～ １－５ のとおりです。 

 

８．月間重点目標・重点推進事項 

別紙２のとおりです。 

 

９．安全管理規程、安全管理体制組織図 

別紙３－１、３－２のとおりです。 

 

10．安全統括管理者 

取締役乗合営業部長  岡本征晃 

 

11．「運輸防災マネジメント指針」に基づく防災計画内容の充実 

（１） 「運輸防災マネジメント指針」を精査し、具体的な防災計画を策定、各部所課と調整

し導入を目指します。 

（２） 南海トラフ地震等大規模災害対策 

・ 行政機関と緊密な連携を保ち、訓練・研修会等に積極的参加 

・ 大津波警報発令（発表）に備えた「運行中のバス乗務員マニュアル」の周知 

・ 地震津波発生時の避難・誘導訓練の反復実施 

・ 異常気象時の対応要領の周知 

・ 乗務員必携の活用 

・ 搭載している装備資器材の点検と有効活用 

※令和７年度の大分中央営業所で実施の大津波警報発令想定訓練 

   


